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１． 目的 

留守家庭児童の放課後を安全かつ豊かなものにし、保護者が安心して働けることを目的とします。 
２． 対象 

原則として、中村小学校・豊臣小学校・ほのか小学校に通学する児童を対象とします。 
保護者の就労状況などの入所条件は特にありません。 

３． 指導時間（保育時間） 
(1) 通常時 

月～金   下校時～午後７時３５分 
土      午前８時００分～午後６時３５ 

(2) 学校の休校時（春・夏・冬休み） 
月～金   午前７時３０分～午後７時３５分 
土     午前８時００分～午後６時３５分 

(3) 学校行事等の代休で学校が休みの時 
午前７時３０分～午後７時３５分 

４． 閉所 
(1) 日曜・祝日 
(2) 年末年始 12 月 29 日～1 月 3日 
(3) 暴風警報および特別警報、避難勧告/指示発令時、大地震などの災害時は閉所とします。 

５． 保育料（2026 年度予定） 
○指導料：月額 20,000 円 ○おやつ教材費：月額 2,000 円 
○減免(指導料を割引)：兄弟(2 人目):月額 6,000 円引き、兄弟(3 人目から)：月額 9,000 円引き 

高学年(5,6 年):月額 6,000 円引き、ひとり親家庭：月額 10,000 円引き 
○保険料：年額 2,000 円（４月に一括払） 
月額例 両親家庭   １～４年生：22,000 円  ５・６年生：16,000 円 

ひとり親家庭 １～４年生：12,000 円  ５・６年生：8,000 円 
＊その他：入所金 5,000 円、長期休暇＆土曜日の給食代１日 300 円、キャンプ代金は別途集金します。 
＊支払方法：毎月 20 日までに学童指定の口座に振込いただきます。 

６． 入所 
所定の書式にて、入所届・学童育成会入会書を提出してください。 

７． 休退所 
所定の書式にて、休所願・退所願を１カ月以上前に提出してください。 

８． 組織 
(1) 運営委員会（運営委員会が運営主体となり、名古屋市から補助金を受け取っています。） 

委員長 ：区政協力委員長   委員：民生児童委員 
委員  ：区政協力委員    委員：中村小ＰＴＡ会長 
委員  ：はちのす学童父母 

(2) 父母会（日常的な運営は、通所児童の保護者で構成する「父母会」が担っています。） 
父母総会：年１回（４月の土曜日 19 時～）開催し、年間の活動・財政等重要事項を決めます。 
父母会 ：月１回（第 3 土曜日 19 時～）開催し、総会決定に基づき、具体的運営を行います。 
役員会 ：月１回（第 1 又は第 2 金曜日夜間）開催し、父母会の準備を行います。 
役員・各係：下記の役員及び各係をおき、保護者はいずれか１つ以上の役又は係を受け持ちます。 
      会長・副会長・総務・会計・労務・区連協・各種実行委員会 
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９． 年間行事計画について（保護者が分担して実行委員会をつくり、企画・運営します。） 
 ５月：親子歓迎会   ６月：ミニキャンプ（高学年） 
夏休み：親子キャンプ 
１０月：区民まつり出店  １１月：中村区合同運動会  １２月：はちのすまつり 
 ３月：卒所式 

１０． 保育の流れ 
(1) 平常の日 

13:30  学校から「ただいま」室内で生活 
15:30  読み聞かせ、みんなの時間、おやつ、掃除 
16:00  中村公園へ（又は室内） 
17:45  日記、宿題など 
19:00  おやつ 
19:35  閉所 

(2) 学校がお休みの日 
07:30  各家庭から「おはよう」 
09:00  朝の会・学習 
11:00  給食の準備・中村公園へ 
12:00  給食、 片付け 

お昼寝（夏休み・１年生と２年生） 
中村公園へ 

15:00  読み聞かせ、みんなの時間、おやつ 
ここからは「(1)平常の日」と同じ     ＊長期休暇などは、指導員は時差勤務を行います。 

１１． 賠償責任 
保育に関わる不慮の事故の場合、学童保育所が負う賠償責任は、この保険の範囲内で負うものとします。保険料
は父母が負担します。 
(1) 賠償責任保険（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社『賠償責任保険』） 

①施設所有者賠償責任保険−児童や保護者の身体や財物に対する賠償事故 
②生産物賠償責任保険−保育所が提出した飲食物が原因となった事故 
契約先：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 保険の種類『賠償責任保険』 

(2) 傷害保険（財団法人スポーツ安全協会『スポーツ安全保険』） 
入院 治療日数４日以上につき１日  4,000 円 
通院 治療日数４日以上につき１日  1,500 円 
後遺障害（最高）          3,000 万円 
死亡                2,000 万円 

(3) 個人賠償責任保険（財団法人スポーツ安全協会『スポーツ安全保険』） 
活動並びに往復中に他人を怪我させたり、他人のものを破損させた場合に支払われる保険。 

１２． 警報（暴風警報/特別警報）発令時における対応について 
(1) 登校前に警報が発令されたとき 

１）午前６時までに警報が解除された時は 
学校：平常どおり。        学童：平常どおり。 

２）午前６時から午前１１時の間に警報が解除された時は 
学校：午後の授業を行う。     学童：13 時から 19 時 35 分まで 

３）午前１１時をすぎても解除されない時は 
学校：その日の授業を中止する。  学童：その日は閉所とする。 

(2) 保育中に警報が発令されたとき 
ただちに学童に連絡し、できるだけ早く迎えに行く。 

１３． 地震等の災害時について 
学童開所時、地震災害があった場合は、中村スポーツセンターもしくは中村小学校に避難します。 


